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地域における受入環境整備促進事業補助金交付要領 

 

平成２８年４月１１日 制定 

令和８年１月１４日 最終改定 

観 観 産 第 ３ ０ ５ 号 

観 参 第 ８ １ ４ 号 

観 参 第 ８ ２ ３ 号 

 

 
 

この交付要領は、地域における受入環境整備促進事業補助金交付要綱（令和８年 1 月１４日 観観産第３０

４号、観参第８１３号、観参第８２２号。以下「交付要綱」という。）のほか、地域における受入環境整備

促進事業補助金の交付等地域における受入環境整備促進事業の実施に当たって必要な事項を定める。 

 

（略） 

 

附  則 
第１条 この要領は、令和８年１月１４日から施行する。 
 
第２条～第３条 （略） 
 
（地域一体となった観光産業の効率化支援事業） 
第４条 実施に当たって、別途公募要領を定めることとする。 

 

（以下略） 


